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張之洞がI奏定学堂章程」を起草するに当たり\ 最も参考にしたのは日本の教育制反で
あった(注54)。 例えば、 当時のほ本は明治19 (1886)年\ プoイセンの数合制度に倣い

「学校令Jを制定、 国家主義的な線を主軸として道徳教育、 科学教育、 実業教育、 因坊教

育に力を入れていたが、 このことは中国においても見られることであったり
「奏定学堂章程」は次のようにいう。

(1)日本の学校体系を模範として、 学校体系の足幹となる初等の学嘗:から大学堂までの

全修業年限を21学年とし、 初級師範学堂はヰl等教育レベル(第1U"-'14学年)" 俊級Iqlli

範学堂は短期高等教育レベル(第15�18学年)に位醤づける。
(2)初級師範学堂と優級師範学堂は、 各段階における附設の機関ではなく、 独立した学

校として開設することを原則とする。

(3)初等教員養成と中等教員養成という目的別に" 2段階に区分される。 (今日iこ至る
師範教育制度の原型が確立される)

(4)女子初級師範学堂は中等教育レベル(第10�13学年)に属し、 男子初級師範学堂の
修業年限より1年短い。 (注56)

前述したように、 当時、 師範学堂は初級及び優級の2種から成り\ 初級師範学堂は初等
教員の養成を目的とし、 高等小学堂卒業生を入学させ、 修業年限は完全科5年、 簡易科i
年であった。 優級師範学堂は\ 初級師範学堂及び中学堂の卒業生を入学させ、 初級師範当:
堂・中学堂の教員及び管理者を養成することを回的とする師範教育の最高学府で\ 修業年
限は4年であった。 これは、 日本の師範教育制度に酷似している。 この類似点は、 2段階

の師範学校制度のみならず、 優級師範学堂の教育課程も、 卒業後の義務服務年限の設定や
附属学校附設の制度も、 日本の師範学校制度の影響を強く受けている。

優級師範学堂の各科の学科目は\ 明治33年l月、 文部省令で改訂された日本の高等師範
学校規程の原型に近いまでに、 それが強く反映されている。 師範学堂章程の規程によると
同校は予科(1年) ・本科(3年) ・研究科(1年)の3科に分かれている。

予科では倫理・国語・漢文 ・ 英語・論理学・数学・ 音楽・体操を、 本科は4学部に分か

れ、倫理・教育学・心理学・英語・体操を共通とし\ 第一学部(国語 ・ 漢文母子修)では
国語・漢文・独語(又は仏語)・歴史・哲学・ 言語学・生物学・生理学、 随意科目として
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法制・経済・音楽を設けている。 同僚に第 下氏Is ( 地上型‘ )ぜ)!: 1j/修)では\ 地上LjJ・ぼ!よ

哲学 ・ 法制・経済・ 生物学、 随 意 科 同 として回出・ 漢文・独語・ 肖 楽を、 第 : 学音I� (数苧

・物理・ 化学専修)では、 数 学・ 物理 学・化学 ・ 析 学・ 凶 |血 - 子 l ベ |他 意 科 I Jとして�:l!託i
-生物学・音楽を、 第四学部(博物学・ 農学専修)では\ 他物学・j主即学・鉱物学・ 地学

・農学・哲学・図画、 随意科同として化学・犯!ifja 音楽を設けているc

研究科 では倫理学 ・ 教育学 - 教育制度 - 行政法 -社会学・ 哲学:・美学・ ，実長験心胆 学 . 苧

校衛生.専科教育. 児童研究・教育演習を研究することとしている。
林友春は、 京師同文館の設 立 から辛亥革命に主 る中 国教育史上の重 要な勤きを\ 年代別j

に3期に分け、第l期を欧米式実業学校創設期(1862� 94) '\ 第2期を11本教育文化蚊収

期(1895'"1901)、 第3期を新学制整備期(1902� 11)としている(n� 57)。

確かに\清末の中国教育、 特に師範教育は 円 本の学 制の影響を受 け てい る 。 伊似例|リjえば\自白削削r l市li i 

範学堂における実際の授業も口本の師範学校をモテ

の普通学および実学の講義を行うが、 このうち凶洋の諸学は 日 本語訳のテキス トを中国文

に転訳して用いた。 さらにまた、 当時多くのH本人が顧問あるいは「教習|として招料さ
れた。中国各地に招かれ、 教育事業に参加したH本人は\ 最盛期の1905'"" L9U6年には5UU
'" 600名を数えたという (注58)。 そのうち、 削範教育に従事した者は約125名で、仁1-1匡|
の師範教育制度の創設・展開に日本人教習は一定の影響力を持っていたのである。 この点
に関しては、第三章で具体的に考察する。

中国の師範教育が日本の学制制度をモテ♂ルとしたとはいえ、 同時にまたI-þ国的な師範教
育の特徴をも有している。 つまり、 中国人は伝統的精神文化に対する強い信念 “地大物
博"の揺るぎない自信から、 西洋あるし1は日本の近代的政治・経済 ・教育制度を急法模倣
しようとする一方\ それらに対する抵抗をも試みていた。 つまり「中学を体となし\ 西学
を用となす J の「中体西用」論は、 当時の教 育 改 革の基本的な指 導 思怨にな っ ていたので
ある。

光緒29 (1904)年11月に頒布された「学務綱要」には'\ I若し学堂にて経蓄を読まざれ
ば、則ち「尭舜高湯文武周公孔子之道、 所謂三i綱E常Jは尽行廃絶し\ 中出は必ず立白す
る能わず。学、 基本を失えば則ち学無く、政、 基本を失えば則ち政無し。 基本失われれば\
則ち愛国愛類の心も亦た之れに随って改易せん。 安んぞ富強の望有らんや() ! (汗59)と、
はっきりとした教育理念が明示されている。 すなわち、断るまでもなく、 儒教は伝統「中
国Jの「立国」の基本であり、 それが廃絶されれば中国の「立国」そのものが解体される
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ことを意味していた。

この教育理念下の近代中国自Ilî範教育は\ その教育内容に儒教の色彩が強く\ 説経 -JIlt鮮

の時聞が多い。 また教育課程は「中学為体、 戸Ij学l..� )目」のJ5え)Jから\ lJ心岩J I尊孔

の儒教主義モラル注入のための教科に、 国家強jaに役立つと見られる近代的諸教科をイ、jけ

加えることによって構成されていた。 この点について隙青之は\ 以ドの4点

判する。

(1)封建思想がきわめて濃厚であること。

(2)科挙の遺毒が依然として保存されていること。

(3)民族意識(国家主義)が次第に顕著になっていること。

性)君権を提唱して民権を抑制していること。

陳青之はこれを例証するため、ーっとしては次の諸点を挙げている。

(1)経学の授業時聞がとくに多く設けられ\ 大学堂専設経学科及びl自等学堂と優級1511î他

学堂に経学大意・群経源流が課せられているほか、中- 小学堂の授業IJ寺聞にl士iめる同

間数は実に多い。 中学堂及び初級師範学堂では\ 読経講読は毎週36時間のうち9時|出

で、全課程の4分のlを占める。 高等小学堂では読経講経が毎週36時間のうち12時間

で3分のl、初等小学堂では同毎週30時間のうち12時間で5分の2を占める。

(2)男性のみの偏った教育で、女子教育に関しては章程を通じて なんらの規程箇所がな

い。 ただ、蒙養院の蒙養家教合ーの章の中で、 「家庭教育をもって女学を包括するJ

と挿入されているだけである。 女子は家庭で教育を受けることがきるだけで\ 学校の

特設を禁止し\ もし正式に女学を設立すると\ 西洋の習気に汚染して風化を損なう恐

れがあるとしている。

(3) 中 学 以下に初めて私立学堂を認めながら、高等学堂以上はまっ たく官立によるもの

とし、 一方では新教育を提唱しながら\ 一方ではその設立を制限しているなど\ さま

ざまな矛盾がある。

ーっとしては、学堂卒業奨励のため\ 一方では科挙を廃止しておきながら\ ー方では科

挙の弁法と栄誉を学堂内に持ち込んでいる。

こつとしては、以下のように指摘する。

(1)小学堂で本国語文字の学習を主とし洋語の兼習を禁止し\ 学務綱要にもi初等- 高

等小学堂は、国民をして “国に忠に、聖教を重んじ3 る心を養成することを主とし

均しく漢文をもって教授し、 いずれも西洋文を学習させない。 これをもって国学が根
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底から荒廃することを防ぐ」

(2)各学堂では、 すべ、て官討(凶話)を絞首し\ 学習の店員/iはI J卓!riííûJよ司11 Jの� - 1;与を

もって標準とせよという。 それは、 全国のjbF4・を*Jë �し" I=IIJ乏の感情を 融 合 するため

である。

四つとしては、私立学堂では政治学習及び兵保を禁止し、 学::J:tが|玉|政に関与することを

禁止しているが、 これはみな、 民権主義の教育を抑制しているものである。 また、 節回に

逢 うごとに 「 聖 諭広訓 」 を宣 請し、 各学堂が ひとしく論旨を欽遵する。 また\ 忠孝の 二 字

をもって敷教の本となすべきであるとしているが\ これはみな\ 岩権主義の教育を提唱し

ているものである(注60)。

陳 青 之は、 以上の 4点から奏 定 学堂章程の弊端を指摘\ 厳しく批判して い る。 その 仁|寸 の

第二点、 「この章程は科挙の遺毒が依然として温存されている」というのは\ 当時の学部

が各学堂の卒業生に対して各種の「奨励」を土ヲ:えたことを指している。 この奨励とは\ 各

階級程度ごとの、各学堂卒業後の資格取得と行: )�J点針の規梓であるの 資絡は、 科学制l立と

旧学校制度の時代に与えられていた進士 -挙人 ・ 頁生 ・生員などで\

(1)通儒院、 大学堂卒業者には進士

(2)高等学堂及びこれと同等学堂卒業者には挙人

(3)中学堂及びこれと同等の学堂卒業者で\ 官立上級学堂進学者には貢生

(4)高等小学堂及びこれと同等学堂の卒業者で\ 官立上級学堂進学者には康生 - 増生 

附生

のことを指す(注61)。 しかしこれは、 すべてのも卒業生に与えられたものではなく\ 試験

の成績によって最優等・優等・中等の3等の者にのみ与えられる。

考試(試験)には、 光緒29年11月 (1904年l月)の各学堂考試章程によると"(1)臨時考

試、(2)学 期考試、(3)学年考試、(4)卒業考試、(5)昇学(進学)考試の5種がある。
(1)の臨時考試は毎月または隔月、 教員が実施する。 学期考試は半年ごと暑中休暇自í]に
学年考試はl年ごと学年休暇前に、 ともに学堂監督・堂長が教員と合同で実施する。(4)の
卒業考試は、中学堂以下の場合、 地方官長が学堂監督・教員と合同で実施し、 高等学堂以
上の場合、大臣が派遣される。 すなわち、 科挙制に準じ、 高等学堂の場合は簡放(知府以
上を得旨で任命)が主考となり総督・巡撫・学政と合同で、 大学堂の場合は簡放が総裁と
な り 学務大臣と合同で実施する。 昇学考試は、 両等 小学より中学へ進学 の場合は学 i改が、
中学より高等学堂へ進学の場合は総督・ 巡撫 予i改が、 その実施責任者となっているu
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試験は100点満点とし、80点以仁を最優等、(ωi氾氾以りUω}以I、

上を下等、2初0点以下を最下等とするO この評価には\11制寺尾試を除き\ 平常の占刊行点も'子:

科の点に繰り入れて計算する。 たとえば" 13学 科あれば、 それに操行点を加え、14利の以

を出し、平均点を割り出すことになっているの、li �I寺�試で最優等・優等の者は教室のさ1�1Ú:

にのぼり、中等はその後に並び、 F等は坐位をドりて、 さらにその後に必ぶことになって

いる。年終考試で最優等・優等の者は進級するが\ 中等- 下等の者はj京級に留まり\ 巌|ご

等は品行点を10分のlに減じ、 3度続けて最ー卜等なら退学になる。 卒業試験で最優等-俊

等・中等の者は、 学則lこ照らして褒賞し、 奨励をうける。 下等の者にはl年補習させて再

試験を行い、 それでも下等の場合は修業証書をよ-Jえて退学させる。 最下等の者は\ 修業の

年限を満たせば修業証書を与えて退学させる。

各学堂の卒業生に対する奨励は、次の「学堂奨励一覧表」の通りである。 この学堂奨励

は、大学堂分科大学卒業奨励-大学堂分科内之笑未|卒業奨励-各省高等学堂卒業奨励句同

等実業学堂卒業奨励・優級師範学堂卒業奨励-初級副i範学堂卒業奨励-中等実業学堂卒業

奨励・中学堂卒業奨励及び高等小学堂卒業奨励となっており、し1すごれも奨学のため\ 各学

堂 卒業後の資格と任用方針を示したものである。 その資格とは、 科挙 制度と旧学校制度の

なかで与えられていた\ 進士・挙人・貢生・生員などの資格である。

(2一表5 ) 

学堂種 類
第一級

分科大学
第二級

高等学堂

法制学堂
高等実業
優級師範

第三級
初級師範
中等実業
中学堂

第四級
品量出堂

学堂奨励一覧表

出 身

進 士

挙 人

挙 人
挙 人
挙 人

)一

知

γ々
/一不一

州

等一

知

。

-

・

務

務

司

限

司

郎

為

。

部

各

上

事

各

以
、王

・

書

以

・

書

中

等

士

中

。
科

中

吉

科

司・

導
簿

以

庶

書

州
書

訓
主

励

・

中

・
中

奨

討
・

0
上
県・

諭
経

(

検

書
判

知
書

教
府

職

・

中
通

・

中

修

閣・
同
州
閣

授
判

授

編

内
県

知
内

教
州

員 生
抜貢・優貢・歳貢

向 上

康生・増生・附生
注: 陳啓天 『最近三十年中国教育史J (台北 、 丈星菩局影 印

本 1962年 p _ 168 "-' 169に よ る 。 )

奨励にあたっては\ 上表のように、 4等に分けている。

この中で、師範学堂卒業者に対しては師範科挙人(優級師範学堂卒業者j ・ßdï範科蚕生

(初級師範学堂卒業者)の資格を与えた。
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この学堂奨励は、 単なる資絡のみでなく、イf川ノJ@I-をも明ノj"\している。 やはり、 叶11ケの

学堂を官吏養成機関とみる伝統的な観念が、 午校体系全体にわたり鑓jFである。 つまり、

奨励章程とは、 科挙の進士. ;Ì�人- 貞生などのiJ'，身者となることをl長1--の栄作とする利えÎ�

制の影響をうけていた中国人の意識を満足させることによって\ 近代学校の1-:.古|川市iIJとし

てのエリー卜養成を振興しようとするものであった。

しかし、学校教育の発達とともに、 全国のl高等‘学堂以上の卒業生は\ 年ごとに噌える乙

とになった。彼ら卒業生全員を宮史に迎えることは絶対に不可能であり、 ましてや政法 

文学・経学の外、 物理・農工・|樹・医科の卒業牛を官吏とすること向体にú提出があり、 ま

た問題でもある。 この不合理な奨励法も、 民国元年0912年)の夏に廃止されている(注

62)。

以上の分析からみれば、 清末期における中出の|判i範教育は\ 儒教的色彩が強いことと恥|

挙の遺毒が残ることのほかに\ 次の点が認、められる。

(1)初級・優級師範学堂の2段階制師範学堂卒業生のみが止式の教員と認められる。

(2)師範学堂は一般学校より優れた学資支給の特典がある。

(3)卒業後の服務義務制。

ω指導技術訓練のための教育実習を可能にする附属中・ 小学堂の併設ο

(5)師範生を厳しく管理するため\ 厳罰処分の規則を定めると|司H寺lこ、 優待奨励のが�1�1j

を制定した。

もう一つ注目すべきことは、 暫定臨時の養成機関としては師範講習科や師範講習所、 ま
たは師範伝習所などが設置されたことである。 立学総義章第一・第三説の中で「各州、|県に
あって初級師範学堂がまだ斉設に至らぬときはよろしく速成簡便の師範{云習所を急設し
もって応急の処置をとるべし」という趣旨が述べ、られていた。 その設立は\ 既設の師範学

堂の中にとはいわず、 書院・ 公所・寺院などの利用が指示されていた。 次に示す「清末師

範教育概況表」 には\ 師範伝習所や各実業教員養成所及び予備科、 小学教員 論習所の年|鎚、
入学資格、養成目標などが載っている。

2 - 表 6 の表から見ると、 師 範伝習所は10カ片、 実業教員講習 所は 2年(農業 ・商業)

3年(工業・完全科)、 i年(簡易科)とそれぞれ年限が違う。 実は\ 各地方はその情況
によって年限が異なっていたのである。

「奏定学堂章程」下の教員養成は、 まず省城の自111範学堂の整保jから看J--された。 州・!主主ω

師範学堂の設立も義務化されてはいたが\ その完全実施は容易ならざることであったo そ
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(2 -表6 ) 
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所
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科
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清末師範教育1�別表

卒業年限| 募 集 対 盆一一一ー_L五一盛J_I _ f�\'{一 一一
5 普 通中学ある いは初級自dí 範 卒 い h学あるいは初級川純131: ' J K

業 生 l 教員

10カ月

2 

2 

3 

無定期
無定期

高等小学堂卒業年
高等小学堂4年卒業生
私塾の教師

小学堂教員
初等小学堂教!;4
/j\学営店iJ教

川7寸徒主Aび仏以校

以降一

学

上

[一
i

誠一

刈臼

び一及一

業
員
同

同
同
習
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一
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教

補
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あ
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上
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上
学
学

学
等

範
小
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師
の

通
は
同

同
同
級
職

普
い

初
在

こで、暫定臨時の教育機関を設立 した わ けである。 講習科や講習所は\ 所li 範 学堂内におけ

る添設が原則であり、伝習所は師範学堂が整わない場合\ それまで醤時、 応急便宜的に特

設することを原則とした。 したがって\ 師範学堂が整備されれば当然廃止されるべき機関

であった。 しかし、 この暫定臨時の教員養成機関は\ナトI!黒の中・小学立の教員養成にかな

り大きな役割を果たしたのである。

林友春 の 「 清末中 国教育の近代化過程における諸 事象 」 という論文 の考証によれば\

1903年・光緒29年

j折江求是大学堂が改めてj折江高等学堂となった。 光緒31 (1905)年にはこの学堂は

拡張され、200名の学生を収容し、 高等予備科・ 師範完全科 ・師範伝習所を設置し\

140名を収容した。

1904年・光緒30年

湖北総督が湖北学務処 に師範講習所を開設 し た 。

湖北総督が各府に 中学堂 を一律 に 初級師範学堂或は速成師範 ・ 師範講習所に改組す

る よ う通達 した。

1905年・光緒31年

直隷省の府ナト|県に、 初級師範学堂を速やかに立てることを通達し\ 師範完全科及び

簡易科以外に予備科及び小学師範伝習所を添設すべきことを達した。

吉林省に簡易師範学堂を創 設 した。 こ れ は 吉 林省で も っ と も 早 く 建設 さ れ た 削 i 範学

堂であるという。

とされている (注63)。
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まfこ江蘇省の呉県志巻28・ 学校の条によると、11:似自'Ii範学'日�の設\'/は光絡'，\i�'山ぺ1--1リjで

あり、師範諮習科と速成科として1'1\発した。

上海県続志によれば、 岡県には県立師範学堂のほかに、日iJに|耐11寺の教員養成機関がかな

り多くつくられた。 たとえば光純子行30年正月、I1本の弘文学院速成師範利半業州|玉|者の羽

文瑞によって、半丞園に速成ß，li範講習所が建てられ、学生のための宿舎も胤忘されて、 ヰ〈

カ 年修学の速成の教員養成機関とされている し\ 巡31 (1906)年8月には\ 亭橋匹iの竜門

精舎に初等小学師範伝習所を設置し\ わずか4カ片の修学期間で卒業させている。 さらに

同年10月には、毎晩2時間ず、つの授業を行う教員養成学校さえも宗珠書|涜を利用して設立

され、それを師範講習科と呼んでいた。 これらはいずれも\ 光緒32年には第一 一第 一第

三師範伝習所と改称し、奏定初級師範学堂章程に規定された名称に従っているが\ 修学期

間は第一伝習所が半カ年、第一-第三伝習所がlプJ年であって\ 章程の規定する10カ)-Jと

は異なっていた。

以上の師範伝習所・講習科などはいずれも「公豆」であるが、民間系の師範伝習所も

あった。光緒32 (1907)年8月に設立された上海県における東減師範伝省所は\ 翌年6月

には経費の行き詰まりから廃校になっている。 その巨人のr�日成は\ 家屋を借りて\ 半カ

年修学の学校を創設している。 また光緒�12年、fJ\��改良 会という民国lイヨi��U) 会 0江主主貨に よ

る改良会附設師範講習所も、校屋を賃借したうえで設立されたものであった。

この師範講習所・伝習所などの速成簡便な教員養成学堂が多く出現した主な原因は\ 財

源不足である。

河北省の臨検県志(同書巻9・ 建置論・学校)には\県の財政事情から師範学堂設置が

不可能であることが記されている。 岡県には、長く師範伝習所と女子削範伝省所だけが必

要に応じて設置され、そこが教員の養成を担当した。 この記述によれば\奏定学堂章程の
規程に基づ去、師範学堂は一度設立したらしいのであるが\ 光緒31年に至って暫時停廃し

以後は3年おきにl年卒業の講習所を、また民国5年には塾師伝習所を|臨時に設けて応急、

の役に立てるだけであったこと、またその原因が\ ひたすら財源不足の故に常設不可能で
あったためであることが分かる。

この師範伝習所・講習所の設立の在り万は、 -1冨多様であった。 公立のもあれば、民|剖

のもあった。 また経営・運営のための経費の支出万法もまた多様であったり

たとえば\ 河北省雄県における光緒31年2月設立の師範伝習所について、雄県新志第一;
冊師範学校の条は、 「 文昌嗣を学校として、30人の生 徒を募集して、 3カ月で卒業させ

Qd
 



るJと述べている。 その経常白川lは\ 県iL小学'むからの挺綴であったu つまり、 以�より

直接支給されるのではなかった。

阿部洋は、 清末における奉人;省内各州県の字引を調査し" b=tl省における|副首むらよ官庁Jは\

県城における両等小学堂に併設の形で設歯されていたと述べている。 また" {よ省l月iの�t*

生は全県の各学区に派遣され、 も って公立初等小学堂設立の促進に資されたとも�べてい

る(注64)。 彼の調査資料も、|司じ光緒31年時点における教員養成の情出である。[i市範伝

習所・講習所設置の促進が県立両等学堂に附設の形で行われたのは、 おそらく全国|切な傾

向となっていたのであろう。

1909年 の学部統計によると、 全 国の伝習所 - 諮省l所の学堂は182箇所であり\ 学生数は

7，670人に達した。 (注65)。

前述したように、陳青之は奏定学堂章程について「封建思想がきわめて濃厚である」と

批判している(注66)。 しかしながら、 百渉退いて別の一面から考察すると\ そこには封

建制が残存していたとしても\ 清朝政府がこうした近代的な教育体制を企図したことは\

中国の教育近代化へ向けて大きく途を開いたものと言うことができる。 その意味においてω

中国における新しい教育の始まりと言える。 また為政者側IJの立場から見ると\ 清朝政府と

しては、 この封建制度をぬぐい去ることは、 即臼身の崩壊を意味するものであった。 清朝

の教育政策として行われたこの章程が、 その社会秋序を維持するための思想対策として

儒教倫理教育の強化を図ろうとしたのは\ またきわめて当然のことであったろう。 多賀秋

五郎も、 「中国の教育がこうした封建制をぬぐいさ るには\ 清朝の崩壊と いう革命を必要

としたのであって\ そうして新しく生まれ出た近代社会において、 初めて近代的教育の実

現を期待することが出来るのであるJ (注67)と指摘している。

師範教育において\独立した師範学堂設立をその内容の一部とする|奏定学堂章程」は
中国において初めて近代師範教育を発足させるとし寸画期的意義を有する。 この章程に
よって\中国の師範学堂が正式に設立 されることにな ったのである。

次の1909年度の各省師範学堂学生統計表( 2 表7 )から\ 優級師範学堂\ 初級師範I�;
堂及び伝習所・講習所など各学堂数\ 学生数の実態を知ることができる。

この統計表からみれば、 全国における1909年の師範学校数は415箇所、 学生数は28， 572 
人であった。 そのなかでは、 直隷省・河南省-江寧省・奉天省・ 湖北省・ 湖南省などに多
くの学校が集まっている。 これらの省は、 いずれも清末における教育近代化過程において
近代教育普及のモデル地域であった。 その指導的役割を演じたのは蓑世凱(直隷総督)

。〆Unuυ
 



張之洞(湖広総督)、 劉坤 ー (lH3()，，-， 1902 Idtiy[総'1ラ. 1902年突然死去)などのI�I-.j IリJ(IJJI'，;

僚であったo彼ら清末教育改革のリー夕、ー述は、 いずれも教育山iの改41l:を街杓的に以来し

( 2一表5 ) 各省師範学笠学生統計五( 190�jペド)

注 1 ， );( Oîlïはこ の統計'J;.に含まれてい ない 。

2 . 資料は陳啓天 『 近代中凶教脊史J P .  17G �178 
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ながら、外国人、 ことに日本人を服IIJJあるいは教色!としてj引き、 改Jill:‘jJ業を行hiLしたので

あ る 。当時、中国 各地に招かれた こ れらIJ本人数 何 ・ 顧InJ達は\ 地滅的には[1'(対 ・ 江 似 

広東など沿江沿海諸県は勿論のことjJし1) 11 ・ 雲 市 ・ 貴州など\ 遠 く 奥 地 にまで及び\ また そ

の活動場所も上は大学からドは幼fif: 1刻まで\ 広範I�flにわたっている((ì.: 68)。 彼らはじ111;1工l

の近代師範教育において、ßnî;ìむ乍堂の設立. im常における補助者あるいは協ノJ者としてイベ

可欠の役割を果たした。 次の第三章では、 師範学常を11川ンとして\ 彼らの泊illJJが中|詞IMf向

教育の近代化過程にどのような意味と役割を持っていたかを考察しようと思う。
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く第二章 注>

注l 栄!創立、 蒙古正黄旗人の出身で、 光緒12 ( 1 8 86) 年 の 刷 、 低ω1L省hJl - Jr-IJ glS I�I�J ? i 

を歴任、 管学大臣を兼任している。

何柄松「三十五年来中III之大学教育I jl 82 

注2 多賀秋五郎「中国教育史」岩崎音店 19551，ドP. 127'"'"'128

注3 多賀秋 五 郎 「 中国教 育 史資 料 ・ 清末篇 J P. 41 

注4 蘇雲峰『張之洞与湖北教育改革J中央{り1.究|筑近代史研究所 1 975年 諸編\ P. 6 '"'"' 9 

注5 張之洞の「勧学篇」は内外二篇計87頁あるの

多賀秋 五郎 「中 国教 育 史 J P. 128 

注6 多賀 秋 五 郎 「 中国教育史 資 料 ・ 清末篇 J P. 42 

注7 林友春「清末中国における教育の近代化とJ-I本l学習院大学東洋研究所 1977 

P. 18-----22 

注8 衰世凱(1859---- 1916.6. 6)字は慰亭、 号は容荏。 河南省項城県の人。 朝鮮の苦手大党

を援けて親清勢力の扶植につとめ、 日清戦争に敗北後、 天津で新式陸軍を編成した。

後にこれが北洋軍 関 と呼ばれ、 彼の私兵とな勺た。 義和団事件 で は義和団を鎮丘、 列

強と東南互保協定を結び、 宣戦を無視した。 半亥革命が起乙るや、 革命軍討伐の全権

を委ねられたが、 これを革命派との取引に使って第一代の大統領となった。 第二次革

命起こるや国民党を追放し、 自ら帝政を笑施しようと図った。 1915年、 1::1本の中国植

民地化を図った対華2 1 カ条要求を秘密裡に受 諾 したが 、 これが暴露され反日反衰 運

動が起こった。 これがし、わゆる第三革命である。 この中で蓑世宣Jlは死んだ。

中 国 にお け る 蓑 世凱に関 す る研究の概要 は 次 の 通 り である。

清末民初の 中 国 政 界 ・ 軍界に君 臨した衰'111凱は民国初代の 大 統領で あり、 北洋 軍 |闘

の巨頭である。 彼は19世紀末から20世紀初頑の中国泣 ・ 現代史において、 中国が経験

した重大な国際的 ・ 国内的事件のほとんとすべてにかかわった重梨人物である。

こうした人物であるがゆえに、 中 国は言うに及ばず日本、 欧米でも多数の衰世凱に

関する伝 記 ・ 評 伝 ・ 研究 蓄 が出版されている。 乙乙 で は、 主にしj .J 包ミ| に おける資 料 を列

挙して置くに止める。

1930年以前の研究では、 主に衰世凱の経歴と帝政活動に|葉|するものが多い。

「訓練操法詳附図説J 20冊 1899年
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r �t洋公股類纂続編j 24巻 甘)享慈編 1910年

「項城県志j 32巻 張鋲)5:編 1911年

「項城嚢氏家集J 65巻 rt辰銘編 191 Plミ

f養寿園電稿J 5 iTl} 

「新建陸軍兵略録存j 8巻

「養寿国奏議輯要J 44巻 沈祖憲編・ 衰克桓校

f芝上私乗e 附 ・ 主塘H品不日集J 7巻 衰克文編

「容庵弟子記J 4巻 沈但憲 ・ 呉 間生共編 1913年

「洪憲紀事詩本注J 2巻

「続・嚢大総統書股嚢編J 8 巻 徐有朋編 1914年

「北京兵変始末記」国事新聞社編

「嚢氏盗国記」黄毅編

「意世凱軟事J 1916年

f衰世凱与中華民国」白蕉著 1936年

「衰世凱全伝J野史氏編\ 1916年

これらの著作は1966年台北の「衰世凱史料曇干IJ Jに収集され、 まとめて文海出版社

より出版された。

以上の著作は、 衰世凱の経歴や、 行動を詳述している。 とくに白焦の『衰lJi凱与司l

華民国Jは、 辛亥革命(1911年)から洪憲帝政が崩壊して、 哀が没するまでの経過に

詳しい。

また、 こ の 時 期に おける衰世 凱に関する伝 記 ・ 研究 蓄 には次のようなも のがある 。

「嚢世凱J紀侃著 1909年

「衰世凱之禍斡j劉世傑 1912年

「嚢項城J秋史代編 上海広智書局 1913年

「衰政府画史J銭病鶴著 上海 1913年

「八十三日皇帝之趣談J 2巻 天協生 ・ 冬山編l 上海 ・ 文芸編訳社 1916年

「嚢前大総統略伝J高明鏡著 北平 ・)1回天時報社 1916年

「嚢世凱偽造民意紀実J (佼名) 1916年

「嚢世凱演義J 4巻 何寿民編 香港 1922年

「裳政府偽造民意夜伝書後J梁啓超著 上海 1916年

nhu
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1940年代末から60年代初JmlにかけてのllJI�1に おける側先では、 点Ilt却l k: 1長1-9-る{リ|究

の幅が広くなった。 このII!j J闘には、 表111:凱統治j明の社会矛盾や、 哀Ilt室nのlえ成政君主へ

の関連などに関する研究が多い。 代表的な火献は、

「辛亥革命与衰世主JtJ 上向 銀/り緬著 iて 栴紛合発行所 1949年

「稿国大盗蓑世凱J Jじが |掠 伯 達 若 人民出版社 1949年

「京世凱醜悪的一生J 北点 |白j陽若 通俗説物出版社 1957年

などである。 また、 この時期lに 「哀世凱政府首存Jという車製な資料がlJIJ)坂されたむ

これは光緒16年から24年までに衰世凱が李鴻章らに送った電稿を収めたもので、 哀LU

凱研究の最重要資料のーっとなっている。 1960年代から1970年代までの中国は、 表情

凱研究においても、 いわば研究の空白期であった。

1980年代に入ると、 震世凱に関する研究は\ 主に辛亥革命i時期における表tY:凱や、

衰世凱と日本との関係に研究の比重が傾いてい，〈。 乙の時期の主要著作は次のような

ものがある。

「衰世凱伝J中華書店 李宗一 1980年

「衰世凱一生」河南人民出版社 候宣之�、 1982年

「衷世凱奏議J 3巻 天津古籍出版社 天津社会科学院歴史研究所 ・ 天津図書館編l

1983年

「衰世凱と近代中国J岩波書店 J. チコ ン(陳志譲)著 ・ 守川正道訳 1980年

以上の伝記 ・ 文献 ・ 資料は、 政治 ・経済 e 軍事 ・ 文化 ・ 教育の各方面に渡り、 衷世

凱の主要な上奏 ・ 政会 ・ 電稿などが収められている。

台湾では、 衰世凱に関する文献が多い。 主な ものに

劉鳳翰「嚢世凱与戊成政変J台北 文星書店 1970年

林明徳「表世凱伝J台北 中外図書出版社 1970年

(侠名) r衰世凱翁国記J台北 台湾中華音:局 1954年

などがある。 これらは、 書名にある通り、 個別テーマについて詳しく記述した著書で

ある。 また1970年に出版された「衰世凱奏摺専輯J第一集八Ilfr (台北 ・ 国立故宮博物

館出版、 広文書局印行)および前述した「蓑世畠Jt史料藁干IjJ (1966年。 台北 ・ 文海出

版社、 1 - 10 . 続 編 ・ 影印本31冊)もある。 その他に台湾では 、 中央研 究 院 近代史研

究所から膨大な「意世凱伝記資料Jが近年出版された。 これらの資料は、 表世凱iiJf究

に非常に貴重な参考文献となっている。
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住9 r大浦{恋宗景「光緒J [主'品"点録J光緒27�r.lOJl r�の条

「前様衷世凱奏、 先於行城佐立学堂、 分�管謀、 Uü市斎即;出小学堂、 II_I学笠おLHリ、

業経諭令各省倣照|調緋、 )�íイT Jlt項学生、 -?�.{尖44jiぜ卒業後、 以IJ照JI七次) �í. l疑選挙;草:打 、

一律弁理、 以示鼓励。 I

注目朱有i� r中国近代学制史料J第2 1m �(i )↓� r:lli範大学出版 1987�1ムlj )J 

「 査 衰 世凱所 奏、 山 東 学堂事官及試弁 章 紅 、 擬先 j玲省 城建学堂 |足\ 分斎督謀、 )\�

従備斎正斎入手、 漸有自m資再行次第推践。 其教腕課程、 参酌中l割、 |市停淳於明{命i虫、

循礼法、 尤得成徳達才本末兼弘之道。 」

注目 「在奏定学堂章程前、 各省多照該章程弁理。 J

丁致料「中国近七十年来教育記事J民国'24年 p . 9 

注12大清徳宗景<光緒>皇帝実録 493 光緒28年7 )=J J.吏午の条

注目 f衰世凱奏議J中 巻17 P.582-----583 天津古籍出版社 19 8 ��年

注目陳青之著「近代支那教育史J生活社版 昭和14年 p . 80 � 83 

注目 「臣伏惟国勢之強弱、 視乎人材、 人材之盛衰、 原子学校。 誠以人材者立国之本、 「市

学校者文人才所以出之途也。 以今日L!:t変之段、 H寺難之極、 将欲得人以佐治、 必須

興学以培材、 顧学校不難子大興、 而規制笑難子初定。 蓋各国学校之iljlJ、 大都因1I寺

以損益、 暦久観成。 j

f衰世凱奏議J上 天津古籍出版社 1987年3月 P.317�319 

「遵旨改設学堂酌擬試弁章程折」光緒27年9月

注目前掲書「衷世凱奏議J上冊巻9 (光緒27年3月7日) P.268�277 

注目 前掲書『衰世凱奏議J上.flU (光緒27年9月24日)ド.317�319 I遵旨改設学堂郎� l疑

試弁章程折」

注目 「自古庫序学校、 皆以明倫徳行道芸、 :JL �Iニ造士;政教之隆末;有イ\ -r学術省、 l:liJ東凶

各国之教育、 亦以元人不学堂為帰、 実中外不易之理。 朝廷鋭意興学、 特設専部以董

理之、 自応明示宗旨、 仰定趨向、 斯子一道・同風。 蕊据該部所|凍忠君、 尊孔輿尚公、

尚武、 尚実五端、 尚為施要。 総之君民一体、 愛国即以保家;正学昌明、 翼教乃以扶

世。 人人有合輩之心力、 而公徳以f1B ;人人有 原武之 精 神 、 而 自リ��可 侍 。 務諮求農業、

工、 商各科実業、 物無棄材、 地無遺手IJ、 斯有益子園計民生. • • .所合京自ifi及各省学堂

師長生徒、 尤宜正本清源、 耕i明義埋、 ィ\ f5i為功名禄利之路、 耐以修員: 1(1 tli之脱、 す二

国家勧学育才之意方為無負。 J

nxu
 

n同υ



「大消{恵宗景<光緒>皇帝夫以J光M;. J:3 {r 3)j l U 

「大清教育新法令j第1 11ft第2編 I��j務印占鉛版

注目 「現時教育最大之倣点台IJ�I : ーイベ重道徳、 ; 小恒夫 手IJ 、 :.1ml肖JIえ1清和11、 出|イベ切実川口

.以 ，道徳教育為経、 以実利教育、 |肖武教育x.� XJI� ;以道徳、 実利、 |尚武教育為体、

以実用主義為用(実用教育、 以科学校ì-"ì: t右 上リ!、 化、 |卓物等夫糾 �.(__ .�疋験 !..� !J.{ì、 白比教

育、 以自初等小学注意体育衛生、 加以軍|滋5k伍返進之法為始。) 1 

「中国近代教育史資料|誕編J 1特定教育綱引�J 1915年1 ).j 22'-1 P . 748 -----749 

注20 r宗聖尊王、 尤為要義。 堂内応恭杷至聖先r:市千L子壁本省諸先聖、 先儒。 毎月切J望山

教習率領諸生行礼、 並 宣 諮聖諭jよ副|、 以 来; 心身。 」

前掲蓄「衰世凱奏議J上im p. 319-----

注目前掲書「衰世凱奏議J上冊 P.317-----319 

注22多賀秋五郎「近代中国教育史資料 ・ 清末編J P .42 

注23 r 宜首先急弁師範学堂。 学堂必須有 師。 此H寺人;学堂、 高 等学 堂 、 省城 之普通学堂、

抗可鴨東西各国教員為師。 若各什|・ 県小学堂放外府中学堂、 安能特許多之外国教員

乎? 此時惟有急設各師範学堂、 初]級師範以教初等小学及高等小学之学生;有急師

範以教中学堂之学生及初級師範学堂之師範生。 省域師範学堂;或料外国人為教員、

或刺j以曽学外国師範卒業之師範生。 外府glii範学堂、 WJ H pJ料在中国学成之師範為教

員。 査開通国民知識、 普施教育、 以小学堂為最嬰; WJ是初級師範学堂、 造就教小学

之師範生、 尤為弁学堂者入手第一義。 」

「奏定学堂章程 ・ 学務綱要J P. 1 ----- 4 tb:JJ北学務処本

釘新城編「中国近代教育史資料J .J二ilH P. 199 

注24 向上書 P.344-----347 

注目儒学生員中の康膳生がそれである。 鹿膳生は明、 清両代ともにお一1..の学賞・の支給を

受けた。 日本では明治19年6月の勅令第13号による師範学校令第九条 ・ 尋常師範学

校男生徒の学費支給の要項により、 食物 ・ 被服 ・ 日用品 ・ 修理品および湯浴 . - -.ì!BJ 

問手当の5項目が定められていた。

注目余書麟「中国教育史J 1961年 ド巻ド.日28

注27陳青之「中国教育史J (大学叢書) 1936年干IJ P. 598 

注目同注26掲雪

注目同注27 p.528 
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注目節人仰『中国教育行政ihlJ 度史|時J P. 84台湾仁11草占j司198 :��I'. IIJ守l以

注31陳啓天「最近30年(1898----- 1927年)中国教育史J文崖古店i麦茶IJ本 1962年 p .74 

注32 r衰世凱奏議J下1m-巻36 光緒32年2月3 '-' p . 1249 � 51 

天津図書館 ・ 天津社会科学院医史研究所制 天津古絡山l坂本1: 1957 

注33 r光緒政要J巻32 光緒32年4月 P.l2 '"'"'13 

注34 r光緒束華録J光緒32年1 )J 諭

注目多賀秋五郎 前掲書「解説J P.112 

注36前掲 飾人仰「中国教育行政制度史略Jド84 第二節「庁州県之教育行政機関」

注37 r東方雑誌」光緒31年11月

注目 「直隷学務処各属勧学所章段」

r東方雑誌J光緒31年11月

注目 「各省教育曇誌J r 東方雑誌J光緒31年11月

注40 向上掲主

注41 同注39

注42前掲節人仰「中国教育行政制度史略J P. 70 r直隷省学校司J

注43 r初級師範学堂章程 ・ 第一章第七節の条文|

注44奏定初級師範学堂章程 ・ 考試入学章第- . 第一節

陳元蹄 ・ 際学↑旬「中国近代教育史資料匪編J上海教育出版社 1991年3月 P .398 

"-' 399 

注45多賀秋五郎 前掲書「近代中国教育史資料 ・ 清末編J P.414 

「通行各省推広師範生各額電l

注46陳啓天 前掲書 P . 165----- 166 

注47奏定優級師範学堂章程 ・ 立学総義章第 一ー節および第 三 節(同44注掲 畜f仁|コ国近代 教

育史資料匪編J P. 45) 

住48 r省域優級師範学堂初弁時、 可輿省城之初級師範学堂並置一処、 侯以后首県及外州、

県全設有初級師範学堂、 即将省城初級師範学堂増高其程度、 並人f優級師範学堂J

向上 ・ 立学総義章第一節

注49 r初級師範学堂正教員:以将来優級師範卒業考列最優等及優等、 及掠学外洋尋常自di

範卒業得優級文究及卒業文究者充任。 12J H寺只可惇掠学外洋卒業生、 曽考究教育理法

者充之。 ... .副教員:以将来優級師範卒業考列中学、 及携学外洋得優高等師範卒業
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文究者k選。 暫時只可伴抗学外il卒業生、 l守A考究教ff出! iL .g. fëと0 ・・ • ) 

光緒29年11月 (190 4 {I� 1凡) )奏定任川教員市位J (r大清教育新法令j第8 1m 

第10編 P. 1 � 2 商務日J書館版)

注50同注47掲書P. 439�441 

注目同注44掲書『中国近代教育史資料匪編J ド. 4 J J."__' 4 27 

「奏定優級師範学堂章程」

注目向上掲書「奏定任用教員章程J r大清教台新法令J第8 .Im j第J 0編lコ 2 商務印壬1:1

館版

注目 「中等実業学堂正教員:以将来大学堂実科半業、 以l出等実業学堂考州艇寄与者、 ふ之助

学外洋高等実業学堂卒業得有卒業文究者充選0 ・・・ 高IJ教員: 以将来高等実業学堂卒

業考列中等者、 及務学外洋得有高等実業卒業文党者充選。 」

向上掲書「奏定実業教員講習所章程) P. 469""'472 

注54多賀秋五郎「中国教育史j P.135 

注目向上 p . 135 

注目李友芸他「中国近現代l:ïlj範教育史資料 ・ 第一 -ilけJ

注目学習院大学東洋文化研究所「清末I-þ国における教育の近代化と日本」 林友春

1977. 3 

注目阿部洋「お雇い日本人教習の研究ーアジアの教育涯代化と日本人 一J r国立教

育研究所紀要J 115集 昭和63

注目 「若学堂不諸経書、 即是尭舜再湯文武j剖公孔子之道、 所謂三綱五常者以行廃絶、 lþ

国必不能立国失。 学失其本則無学、 政失其本則j県政口 其本既失、 則愛|逗|袋・類之J心;jJ'

随之改易失。 安有富強之聖乎? J 

「学務綱要」の「中小学堂宜注重読経以存聖教Jの条参照

( r中国近代教育史資料陸編J P. 492) 

注60陳青之 前掲書「中国教育史J P. 609 � Ö t.O 

注61何柄松 前掲論文 P. 86�88 

張之洞「奏定学堂章程J í各学堂奨励章程l

注62何柄松 前掲論文 P. 87 

注目 「清末中国における教育の近代化と日本J P. 24� 29 学習院大学東洋文化研究所

1977年
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在64阿部洋論文「清末近代学校 清水における学'立の投1/.とìlli何l多旬以fJ-. Uls 4;1111 �J� 

近代アジア教育史研究J所収P 746 

注65 陳啓天 前掲書「近代liJ Igl教育史J P 74'6 

注目 陳 青之 「中国教育史 j ト甘ItP. 609 �610 

注目多賀秋五郎『中国教育史Jド 136 

注目実藤恵秀「中国人日本留学史稿J l昭和14年 P 139 
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